
平成２８年８月２６日 

第１回南相馬市総合教育会議 

1 
 

小高区内教育施設の現状について 
 
１ これまでの経緯 

小高区内の教育施設については、現在、下記のとおりの運営となっているが、小高区の

平成２８年７月１２日の避難指示解除に伴い、教育施設の再開について保護者と懇談を重

ね、平成２９年４月からの本校舎での再開を決定したところである。 

【現在の運営状況】 

   小 学 校・・・４校を１ヶ所に集約して鹿島区内の仮設校舎で運営 

   中 学 校・・・従前から１校であったことから鹿島区内の仮設校舎で運営 

   幼稚園・保育園・・・休園中 

【保護者等との懇談会開催状況】 
開催日 内     容 

H28.4.27 小高区内小中学校校長・教頭との協議 

H28.6.1 小高区小中学校ＰＴＡ役員との懇談会 

H28.6.10～20 小高区内教育施設再開に向けた保護者懇談会（小学校は学校ごと、中学校は学年ごとに開催） 

H28.7.19～20 小高区内教育施設再開に向けた保護者懇談会（全小学校、中学校で開催） 

 
２ 児童生徒・園児の状況 

（１）児童生徒の推移 

学校名 
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

予定数 ４月在籍数・率 予定数 ４月在籍数・率 予定数 ４月在籍数・率 

小高小 355 81 23% 295 70 24% 231 51 22% 

福浦小 112 31 28% 99 31 31% 95 18 19% 

金房小 123 32 26% 101 25 25% 64 17 27% 

鳩原小 58 11 19% 48 8 17% 37 6 16% 

小 高 区 計 648 155 24% 543 134 25% 427 92 22% 

市内小学校計 3,474 2,131 61% 3,287 2,150 65% 3,086 2,168 70% 

小高中 314 103 33% 326 100 31% 299 89 30% 

市内中学校計 1,972 1,332 68% 1,943 1,353 70% 1,809 1,290 71% 

合計 5,446 3,463 64% 5,230 3,503 67% 4,895 3,458 71% 

（２）小高区未就学児（０～５歳児）の状況 
①未就学児の推移 

区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

就学前人口 111 121 122 

市内就園者数 61 60 70 

市内就園割合 55% 50% 57% 

②平成２８年度就園者の内訳 
区分 就園者数 

幼稚園 26 

保育園 44 

合 計 70 
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３ 保護者からの意見・要望 

これまで実施した懇談会においては、学校運営等に対する様々な意見があったものの、

大別して下記３点が最も要望が多い結果となった。 
①スクールバス等による通学支援（利便性に加えて作業員等への不安から） 
②小高区に特化した教育の充実 
③地域の安全対策（作業員等に対する不安） 

 
４ 意見・要望に対する取り組み 

（１）スクールバス等による通学支援 
現在、近隣自治体や再開した小高区からの仮設校舎へのスクールバスを運行しており、

平成２９年度の本校舎での再開後も近隣自治体からも通学できるようなルートを検討中で

ある。 
（２）小高区に特化した教育の充実 
校長・教頭と協議し、教員からもアンケートを取るなどして、児童・生徒を最も把握し

ている現場の意見を汲み、文部科学省や県教育庁市町村支援チームと協議を重ね、魅力あ

る学校づくりとして、「ふるさと教育」、「ＩＣＴ教育」、「英語教育」を教育の柱として定め

たところである。 
（３）地域の安全対策 
庁内検討会を立ち上げ、現在、見廻りの強化や防犯灯の増設等について検討中であり、

地域や警察署と連携し、全市的に防犯に取り組んでいくこととしている。 

 

５ 小高区内教育施設再開方針 

別紙のとおり 
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小高区内教育施設の再開について 

 
 
１ 小中学校                         

 

（１）再開時期 

    ・平成２９年４月１日を再開時期とする。 
 
（２）再開体制（学級編制、学校経営等） 

   ①小学校 

    ・小高小学校において、４小学校による合同運営により再開する。 
    ・学校経営体制については、校長１名、教頭は各校１名の体制とする。 
   ②中学校 

    ・小高中学校での再開とする。 
   ③児童クラブ 
    ・小学校の再開に合わせて小高合同児童クラブを再開する。 
 
 
２ 幼稚園・保育園                      

 

（１）再開時期 

   ①幼稚園（一時的な預り保育機能あり） 

    ・小中学校の再開時期に合わせ平成２９年４月１日を再開時期とする。 
   ②保育園（認定こども園） 

    ・平成３０年４月１日を再開目標時期とする。 
 
（２）再開体制 

   ①幼稚園（一時的な預り保育機能あり） 

    ・小高幼稚園において、子育て支援センターとしての機能を持たせ再開する。 
   ②保育園（認定こども園） 

    ・幼稚園・保育園の一体的運営を図るため、必要な整備を行ったうえで、「認

定こども園」として開設する。 
 


